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令和 ７ 年 12 月 24 日（水曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ８４ 　号）

　　　　規　　　則
〇行政書士法施行細則の一部を改正する規則
 （総　務　課）　１
〇石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定
　める条例施行規則の一部を改正する規則
 （少子化対策監室）　１

〇石川県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する
　規則 （経営支援課）　２

規　　　　　　　　則

　
行 政 書 士 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 七 年 十 二 月 二 十 四 日

 石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　石 川 県 規 則 第 三 十 六 号

　 　 　
行 政 書 士 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　
行 政 書 士 法 施 行 細 則 （ 昭 和 二 十 六 年 石 川 県 規 則 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　
別 記 様 式 第 二 号 （ 裏 ） 中 「 （罰則 ） 」 を 削 る 。

　
別 記 様 式 第 三 号 （ 裏 ） 中 「 （罰則 ） 」 を 削 り 、 「該当する｣ の 次 に 「場合には､その違反行為をした 」 を 加 え 、 「した

者 」 を 「したとき｡ 」 に 改 め る 。

　 　 　
附

　
則

　
こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　
石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 七 年 十 二 月 二 十 四 日

 石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　石 川 県 規 則 第 三 十 七 号

　 　 　
石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　
石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 規 則 第 三 十 二 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　
第 五 条 第 八 号 チ 中 「 第 三 十 三 条 の 十 各 号 」 を 「 第 三 十 三 条 の 十 第 一 項 各 号 （ 幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 に あ っ て は 、 学

校 教 育 法 第 二 十 八 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法

律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 十 七 条 の 二 第 一 項 各 号 ） 」 に 改 め る 。

　
第 八 条 の 表 備 考 第 一 号 中 「 第 十 八 条 の 十 八 第 一 項 」 を 「 第 十 八 条 の 十 八 第 三 項 」 に 、 「 登 録 」 を 「 保 育 士 登 録 」 に

改 め る 。

　
附 則 第 九 項 中 「 附 則 第 七 項 」 を 「 附 則 第 八 項 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 十 項 と し 、 附 則 中 第 八 項 を 第 九 項 と し 、 第 七

項 を 第 八 項 と し 、 附 則 第 六 項 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 項 を 附 則 第 七 項 と し 、 同 項 の 前 に 見 出 し と し て 「 （ 幼 保 連 携 型

認 定 こ ど も 園 の 職 員 の 数 等 に 係 る 特 例 ） 」 を 付 し 、 附 則 第 五 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

６

　
条 例 附 則 第 七 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 園 庭 の 面 積 を 第 十 条 第 二 号 イ に 掲 げ る 面 積 以 上 と す る こ と と す る 。

　 　 　
附

　
則

　
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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石 川 県 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 七 年 十 二 月 二 十 四 日

 石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　石 川 県 規 則 第 三 十 八 号

　 　 　
石 川 県 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　
石 川 県 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 規 則 （ 昭 和 四 十 三 年 石 川 県 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　
別 表 第 一 ⑵ の 項 中 「下請振興事業計画承認グループ事業 」 を 「受託中小振興計画承認グループ事業 」 に 、 「下請中

小企業振興法 」 を 「受託中小企業振興法 」 に 、 「下請事業者等 」 を 「中小受託事業者等 」 に 改 め る 。

　 　 　
附

　
則

　
こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。


